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　今年はクマの出没が例年と比較して非常に多く、県内では人身事故も発生しています。

県では10月末日までを「秋のクマ事故防止強化期間」とし、注意を呼びかけています。

農林班窓口や支所にチラシを置いていますのでよろしければご覧ください。

また、人の生活圏内にクマを呼び込まないよう、町の補助金をご活用ください。

①鳥獣被害防止対策事業補助金

　○対象者　　町に住んでいる農業者等（家庭菜園も含む）

　○対象経費　鳥獣被害を防止する電気柵等の導入にかかる経費

　○補助金額　導入費用の１／２（上限20万円）

②ツキノワグマ被害防止対策事業補助金

　○対象者　　自治会（地域総意で事業を行う団体）

　○対象経費　カキ・クリ・クルミなどの果樹類で、住家等から

　　　　　　　10メートル以内にある樹木の伐採にかかる経費

　○補助金額　樹木の幹回りに応じて上限金額が設定されています

　※②の補助金は今年度で終了します。お早めにご相談ください。

■お問い合わせ先　観光産業課農林班（TEL29－3912）

■お問い合わせ先　建設課水道班（TEL29ー3911）
■お問い合わせ先　

町民課町民生活班（TEL29ー3928）

■PFOS・PFOAとは？
　「PFAS（有機フッ素化合物）」の一種で、環境
省では2020年に目標値を定め、飲み水からの
摂取を防ぐ取り組みを進めています。健康への
影響については研究が進められている段階です。
　これらに関する検査は2026年４月から水道
事業者に対して義務化されることになっていま
す。町では昨年度から検査を行っており、皆さ
んが安心して水道水を使用できるよう、定期的
な検査を実施していきます。

■令和７年度検査結果について
・採水箇所
　砂子沢浄水場、内ノ岱浄水場、小坂公民館十
　和田分館
・実施時期
　７月15日採水（16日～検査）
・検査結果
　いずれも目標値0.000005mg/L未満（PFOS・
　PFOAの和）

　秋の火災予防運動が11月２日（日）から８

日（土）までの日程で実施されます。これに

合わせ、小坂町消防団は初日の早朝、火災

想定訓練を小坂町役場駐車場で予定してい

ます。

　訓練に際して、サイレン吹鳴やエンジン

音等でご迷惑をお掛けしますがご理解くだ

さいますようお願いいたします。

Ⓒ小坂町


